
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新琴似小学校 いじめ等防止基本方針 

            （自殺予防に関わる取組の強化体制） 

「笑顔あふれるあったかい学校 新琴似！」 
心豊かな子・たくましい子・かしこい子 

やさしい子・進んで学ぶ子 

いじめ等の未然防止 

いじめ等の早期発見 いじめ等への対応 

令和８年３月改訂 



 



 



 



 



 

当該児童の担任・学年が状況確認 

いじめが疑われる事案の把握 

いじめ事案ではないと 

考られる場合 

管理職・担任外 

いじめ事案と 

考えられる場合 

いじめを受けた 

児童への心身のケア 

保護者との連携 

いじめを行った 

児童への指導 

保護者への助言 

教育委員会・警察・

医療機関など、関係

機関との連携 

いじめ対策委員の招集・対策会議 

指導後の経過観察・継続の確認 

再発防止のための検証 

解消の判断・解消後の経過観察 

いじめが 

継続している場合 

いじめの継続が 

見られない場合 
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